
公益信託 伊藤徳三ひまし研究基金  

2026年度募集要項 

１．趣旨 

当基金は伊藤徳三様のご出捐により平成元年に設定された公益信託であり、我が国のひまし関連産業の発展

を図り、もって国民生活の向上に寄与することを目的として、ひまし関連の調査・研究に対して助成を行い、

また顕著な研究業績をあげた者に対して顕彰するものです。 

２．研究助成部門 

３．顕彰部門 

対象となる研究 
前項２．研究助成の「対象となる研究」に記載の各分野において調査・研究を行い顕著な
業績を挙げ、我が国のひまし関連産業の発展に寄与した研究。 

応募資格 大学・公的研究機関等の営利を目的としない研究機関に所属し、上記の研究に従事す
る研究者・研究グループ。 

助成件数と金額 
研究者個人の場合は２０万円以内、グループの場合は５０万円以内 
所属機関への委任経理とする場合、間接経費の使用及び使用者の変更は認めません。 

受給者の義務･ 
条件 

贈呈式（2026年 4月～5月頃開催予定）で、業績についての説明 

４．募集期間 
研究助成部門、顕彰部門ともに 

2025年 11月 17日（月）～2026年 1月９日（金）当日消印有効 

５．応募方法 
申請書は下記照会先記載のＵＲＬからダウンロードして下さい。なお、ご提出いただいた申請書等は返却 
いたしません。 

（１）研究助成部門応募者は、所定の申請書に必要事項を記入し、応募内容に引用された主な論文及び研究
発表（要旨も可）を添付して下さい。

（２）顕彰部門応募の場合は、所定の申請書に必要事項を記入し、応募内容に引用されました主な論文・特許
等（要旨も可）３点以内を、各５部添付して下さい。

６．選考方法及び結果通知 
募集締切り後に開催する当基金運営委員会において選考決定の上、速やかにその結果を書面にてお知らせし
ます。 

７．その他 
（１）助成金及び顕彰金は、指定の銀行口座等（本人名義限定）へお振込みします。 
（２）偽りその他不正な手続により助成金又は顕彰金の交付を受けたり、助成金を研究目的以外に使用したと

きは、授与した助成金又は顕彰金は返還して頂きます。

【申請書の提出先・照会先】 

対象となる研究 ひま種子､ひまし油､ひまし油誘導体（リシノール酸､セバシン酸､ウンデシレン酸､ 
２-オクタノール､１２-ヒドロキシステアリン酸等）に関する次の研究を対象とします。
（１）ひまし油・ひまし油誘導体の精密化学変換に関する研究
（２）ひまし油・ひまし油誘導体を利用する機能材料及び生物活性物質に関する研究
（３）ひま種子の増産に資する育種及び栽培技術に関する研究
（４）上記（１）～（３）以外のひまし油関連産業の発展に資する基礎・応用研究

応募資格 大学・公的研究機関等の営利を目的としない研究機関に所属し、上記の研究に従事する研
究者・研究グループ。特に若手研究者からの応募を期待します。 
＊なお、過去助成を受けた方でもその後の発展があれば応募可能です。 

助成件数と金額 1件１００万円以内、１～２件程度採用予定 

助成金の使途 機材費、試薬、消耗品、謝金等研究推進に必要な経費に充当するものとします。 
所属機関への委任経理とする場合、間接経費の使用及び使用者の変更は認めません。 

受給者の義務 ･ 
条件 

① 贈呈式への出席（2026年 4月～5月頃開催予定）
②研究成果ならびに会計報告の提出

〒105-8574  東京都港区芝 3-33-1

三井住友信託銀行 個人資産受託業務部 公益信託チーム 
公益信託伊藤徳三ひまし研究基金  申請口 

TEL  03-5232-8910（受付:平日 9時～17時）  

申請書掲載ＵＲＬ  https://www.smtb.jp/personal/entrustment/management/public/example/list.html 

芝 140-募集案内 

https://www.smtb.jp/personal/entrustment/management/public/example/list.html

